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Information

「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」

�

参
列
遺
族
の
募
集

■
期
日
＝
８
月
15
日
（
日
）

※
前
日
か
ら
の
団
体
行
動
に
な
り
ま
す
。 

■�

場
所
＝
日
本
武
道
館
（
東
京
都
千
代
田

区
）

■�

対
象
者
＝
戦
没
者
の
遺
族
。
一
般
戦
災

死
没
者
（
空
襲
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
方

な
ど
）
の
遺
族
。

※
鹿
児
島
県
内
に
住
所
登
録
を
し
て
い
る

　

遺
族
に
限
り
ま
す
。

※ 

過
去
に
参
列
し
た
こ
と
が
な
い
方
を
優

先
し
ま
す
。

※  

「
次
世
代
へ
の
継
承
」
と
い
う
観
点
か

ら
「
18
歳
未
満
の
遺
族
」
に
つ
い
て
も

募
集
し
ま
す
。

■�

申
込
期
限
＝
５
月
31
日
（
月
）
ま
で　

■
募
集
人
員
＝
鹿
児
島
県
内
か
ら
65
人

［
申
・
問
］
川 

福
祉
課 

社
会
福
祉
係

　
　
　
　

 

知 

・ 

頴 

支
所 

福
祉
係

「
か
ご
し
ま
出
会
い
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
」
出
張
登
録
・

閲
覧
会　

　

結
婚
を
希
望
す
る
独
身
の
方
を
対
象

に
、
登
録
会
員
制
の
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
で
引
き
合
わ
せ
を
行
う
「
か
ご
し
ま
出

会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」の
出
張
登
録
・

閲
覧
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

■
日
時
＝
令
和
３
年
６
月
６
日
（
日
）

　

午
前
９
時
50
分
～
午
後
４
時

■
場
所
＝
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り

　
　
　
　

館　

音
楽
ス
タ
ジ
オ

■
対
象
者
＝
結
婚
や
出
会
い
を
希
望
す
る

　

20
歳
以
上
の
独
身
の
方
で
、
ス
マ
ー
ト

　

フ
ォ
ン
も
し
く
は
パ
ソ
コ
ン
の
メ
ー
ル

　

ア
ド
レ
ス
を
お
持
ち
で
操
作
可
能
な
方

■
定
員
＝
10
人
（
完
全
予
約
制
で
す
）

■
登
録
料
＝
１
万
円
（
２
年
間
有
効
）

■
申
込
方
法
＝
会
員
登
録
・
閲
覧
予
約
の

　

方
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※
当
日
持
参
す
る
も
の
や
、
不
明
な
点
な

　

ど
に
つ
い
て
は
、
か
ご
し
ま
出
会
い
サ

　

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

［
申
・
問
］
か
ご
し
ま
出
会
い
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９-

２
０
８-

１
１
５
０

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.m

sc-
kagoshim

a.jp/ 催
　
し

鹿
児
島
県
男
女
共
同
参
画
基

礎
講
座　
受
講
生
募
集

　

県
で
は
男
女
共
同
参
画
の
基
礎
知
識

や
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
男
女
共
同
参
画
の

理
解
を
広
め
る
ス
キ
ル
を
学
ぶ
た
め
の
基

礎
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

■�

日
時
＝
６
月
５
日
（
土
）、12
日
（
土
）、

19
日
（
土
）、
26
日
（
土
）

　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
15
分
～
４
時
45
分

■�

会
場
＝
南
九
州
市
役
所
で
の
オ
ン
ラ
イ

ン
受
講

■�
受
講
資
格
＝
性
別
を
問
わ
ず
原
則
と
し

て
毎
回
受
講
で
き
る
方

■�

受
講
料
＝
無
料
（
定
員
が
あ
り
ま
す
の

で
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
）

［
申
・
問
］知 
ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

共
生
・

　

協
働
推
進
係

「
南
九
州
市�

ふ
う
り
ん
の
小

径
」�

出
店
者
・
風
鈴�
募
集
！

　

南
九
州
市
観
光
協
会
は
、
7
月
17
日

（
土
）
～
8
月
29
日
（
日
）「
第
２
回
南
九

州
市
ふ
う
り
ん
の
小
径
」を
開
催
し
ま
す
。

今
年
か
ら
川
辺
宮
の
飯
倉
神
社
で
も
開
催

し
ま
す
。

　

風
鈴
の
音
色
を
聴
き
な
が
ら
ゆ
っ
た
り

と
し
た
時
間
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

　

ま
た
、
開
催
期
間
中
の
う
ち
４
日
間
は

マ
ル
シ
ェ
を
行
い
ま
す
の
で
、
出
店
希
望

者
は
期
限
ま
で
に
電
話
に
て
申
し
込
み
く

募
　
集

だ
さ
い
。

【
ふ
う
り
ん
マ
ル
シ
ェ
】

■�

日
時
＝
7
月
18
日
（
日
）、
8
月
1
日

（
日
）、
15
日
（
日
）、
29
日
（
日
）
の

４
日
間　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

【
イ
ベ
ン
ト
】

■�

日
時
＝
7
月
17
日
（
土
）
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
式
典　

午
前
10
時
～
11
時

　

 

７
月
24
日（
土
）～
25
日（
日
）、
8
月
29

日（
日
）　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

■�

開
催
場
所
＝
知
覧
武
家
屋
敷
庭
園
内
藤

棚
公
園

■
出
店
料
＝
南
九
州
市
観
光
協
会
員

１
０
０
０
円
／
日

　
　
　
　
　

会
員
以
外
（
南
九
州
市
内
）

２
０
０
０
円
／
日

■�

申
込
期
限
＝
６
月
17
日
（
木
）
ま
で
。

た
だ
し
、
藤
棚
公
園
15
店
舗
の
応
募
が

あ
っ
た
時
点
で
終
了
し
ま
す
。

■�

お
願
い
＝
ご
自
宅
に
使
用
し
て
い
な
い

風
鈴
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
当
協
会
へ
お

譲
り
く
だ
さ
い
。

［
問
・
申
］ 

南
九
州
観
光
協
会

　

☎
０
９
９
３-

58-

７
５
７
７
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Information
「
地
域
介
護
講
座
」

�

参
加
者
募
集

　

家
庭
や
地
域
で
介
護
を
し
て
い
る
方
や

介
護
に
関
心
の
あ
る
方
に
、
基
本
的
な
介

護
の
知
識
と
技
術
を
学
ん
で
い
た
だ
く
こ

と
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。

～
無
理
せ
ず
、
決
し
て
一
人
で
抱
え
込
ま

な
い
、
地
域
全
体
で
見
守
る
介
護
を
目
指

し
て
～

【
募
集
案
内
】

■
日
時
＝
９
月
27
日
（
月
）
午
前
10
時
～

　

午
後
３
時
30
分
（
受
け
付
け
：
午
前
９

　

時
30
分
～
）　

■
場
所
＝
知
覧
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
募
集
人
数
＝
30
人
（
先
着
順
）

■
資
料
代
＝
５
０
０
円

■�

プ
ロ
グ
ラ
ム
＝
寝
返
り
・
起
き
上
が
り
・

立
ち
上
が
り
・
移
乗
の
介
助
方
法
、
誤

嚥
を
ふ
せ
ぐ
食
事
の
介
助
方
法
、
福
祉

用
具
の
選
び
方
・
使
い
方

■
申
込
方
法
＝
川
長
寿
介
護
課
介
護
保

険
係
ま
た
は
知
・
頴
支
所
福
祉
係
の

窓
口
に
あ
る
受
講
申
込
書
を
記
入
の

上
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
で
鹿
児
島
県

介
護
実
習
・
普
及
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※
事
業
内
容
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
鹿

児
島
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
案
内
し
て
い
ま
す
。

［
申
・
問
］
鹿
児
島
県
介
護
実
習
・
普
及

セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９-

２
２
１-

６
６
１
６

　
FAX
０
９
９-

２
３
９-

０
３
８
４

相
　
談

障
害
者
相
談
員

～
障
害
の
悩
み
な
ど
の
相
談
に
応
じ

ま
す
～　

　

市
民
の
中
か
ら
次
の
方
を
障
害
者
相
談

員
と
し
て
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
身
体
障
害
者
相
談
員
（
敬
称
略
）】

　

上
村　

敏
子
＝
頴
娃
町
牧
之
内

　
　
　

☎
０
９
９
３-

36-

０
３
４
５

　

桑
代　

ひ
と
み
＝
知
覧
町
郡

　
　
　

☎
０
９
９
３-

83-

４
４
０
１

　

前
薗　

義
秋
＝
川
辺
町
平
山

　
　
　

☎
０
９
９
３-

56-

２
９
２
２

【
知
的
障
害
者
相
談
員
（
敬
称
略
）】

　

新
平　

ひ
と
み
＝
頴
娃
町
別
府

　
　
　

☎
０
９
９
３-
38-
２
１
２
１

　

福
田　

容
子
＝
知
覧
町
郡

　
　
　

☎
０
９
９
３-

83-
２
８
４
４

　

大
谷　

順
子
＝
川
辺
町
両
添

　
　
　

☎
０
９
９
３-

56-

０
９
６
９

［
担
当
］
川 

福
祉
課 

障
害
福
祉
係

６月の悩み相談室
　家庭や職場、子育てや介護、DV やセクハラ、ジェンダー、
LGBTQ のことなど悩みを抱えている方、どんなことでもお気
軽にご相談ください。専門のカウンセラーが相談に応じ、秘密
は固く守られます。
■相談日時＝６月 19 日（土）午後１時～５時（１人 50 分程度）
■場所＝ちらん夢郷館
■完全予約制＝毎月１回開催されます
　予約受付時間　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）
　☎ 0993-83-2511（相談室予約専用内線 2222）

[ 担当 ] 知  まちづくり推進課 共生・協働推進係

特設人権相談所の開設
　特設人権相談所は家庭内（結婚、夫婦、親子、
離婚、相続）や隣近所のもめごとのほか、一般
民事事件、人権や法律問題などについて、人権
擁護委員が相談をお受けします。
　予約は不要で、相談は無料。秘密は固く守ら
れます。
■日時＝令和３年６月１日（火）
　　　　午前 10 時～午後３時
■場所＝川辺ひまわり館
[ 問 ] 鹿児島地方法務局知覧支局
　　☎ 0993-83-2208　

令和３年度 知覧ねぷた祭開催中止のお知らせ
　令和３年７月17日（土）に開催を予定していました「令和３年度知覧ねぷた祭」は
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、開催を中止することとなりました。
　楽しみにしていた皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。

【問】知覧ねぷた祭実行委員会事務局（ 知  商工観光課内）

※知覧ねぷた祭は開催中止になりましたが、ねぷたポロシャツは継続して販売しています。
※デザインは昨年と変更ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【問】くらもと写真館　☎0993-83-2326
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電
気
柵
設
置
経
費
助
成

～
農
作
物
の
鳥
獣
被
害
防
止
の
た
め
～

　

市
で
は
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
に
よ
る
農
作

物
へ
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
電
気
柵
資
材

費
に
対
し
て
助
成
を
行
い
ま
す
。

■
要
件
＝

・ 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
農
地
を
耕
作
し

て
い
る
方
で
、
販
売
目
的
で
あ
る
こ
と

・ 

電
気
柵
の
設
置
は
新
た
に
設
置
す
る
も

の
で
あ
り
、
購
入
後
の
申
請
は
不
可

・
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

■
補
助
対
象
経
費
＝
電
気
柵
資
材
費

■�

補
助
率
＝
経
費
の
３
分
の
１
以
内

　
（
補
助
限
度
額
３
万
円
以
内
）

※ 

同
一
年
度
に
お
け
る
申
請
は
１
回
限
り

で
す
。

［
問
］
頴 

農
政
課 

生
産
流
通
指
導
係

　

 　

知 

・ 

川 

支
所 

農
林
係

お
わ
び
と
訂
正

広
報
南
九
州
４
月
号
25
ペ
ー
ジ
「
子
育
て

世
帯
＆
南
九
州
市
へ
の
移
住
者
の
マ
イ

ホ
ー
ム
取
得
を
応
援
し
ま
す
‼
」
の
【
フ

ラ
ッ
ト
35
】
地
域
連
携
型
の
金
利
引
き
下

げ
幅
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お
わ
び
し

て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

【
誤
】 【
フ
ラ
ッ
ト
35
】
の
借
入
金
利
か
ら

年
▲
０
．
３
０
％

【
正
】 【
フ
ラ
ッ
ト
35
】
の
借
入
金
利
か
ら

年
▲
０
．
２
５
％

児
童
手
当
の
受
給
に
は

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

　

６
月
は
児
童
手
当
の
「
現
況
届
」
の
提

出
月
で
す
。「
現
況
届
」
の
提
出
が
な
い

場
合
、
６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
の
支
給

が
停
止
さ
れ
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
通
知

文
を
送
付
し
ま
す
。
内
容
を
確
認
の
上
、

６
月
中
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、郵
送
も
し
く
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
提
出
も
可

能
で
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
提
出
期
間
＝

　
　

６
月
７
日
（
月
）
～
６
月
30
日
（
水
）

［
担
当
］
川 

福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

　
　

 　

頴
・
知 

支
所　

福
祉
係

特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

～
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
の
皆
さ
ん
が
対
象
～

　

２
月
に
お
配
り
し
た
健
診
希
望
調
査
に

よ
り
、受
診
券
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
の
で
、

個
別
健
診
を
受
診
さ
れ
る
方
は
医
療
機
関

に
予
約
の
う
え
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
集

団
健
診
の
方
は
受
付
時
間
を
指
定
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
受
診
券
に
記
載
の
受
付

時
間
に
各
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
４
月
２
日
か
ら
5
月
31
日
ま
で

に
国
保
の
資
格
を
取
得
し
た
方
も
、
申
し

出
に
よ
り
受
診
で
き
ま
す
。

■
費
用
＝

　

・ 

40
歳
に
な
ら
れ
る
方
（
昭
和
56
年
４

お
知
ら
せ

月
１
日
～
昭
和
57
年
３
月
31
日
生
）

＝
無
料

　

・ 

41
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
＝
８
０
０

円

【
個
別
健
診
】

■
場
所
＝
市
内
の
医
療
機
関
（
事
前
に
予

　

約
の
う
え
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。）

■
期
間
＝
６
月
～
８
月
の
う
ち
１
カ
月

　
※
詳
し
く
は
受
診
券
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

【
集
団
健
診
】

■
場
所
＝
各
保
健
セ
ン
タ
ー

　
※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

予
防
の
た
め
、
受
付
時
間
を
指
定
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
待
ち
時
間
の

短
縮
に
つ
な
が
る
こ
と
や
、
密
に
な

る
こ
と
を
避
け
る
た
め
指
定
さ
れ
た

時
間
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

※ 

同
日
、
集
団
健
診
を
受
け
る
方
は
、

が
ん
検
診
や
腹
部
超
音
波
検
診
な
ど

も
受
診
で
き
ま
す
。（
別
途
費
用
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

■
期
間
＝

　

・
川
辺
地
域
：
７
月
17
日
（
土
）
～

　
　

７
月
21
日
（
水
）

　

・
頴
娃
地
域
：
７
月
28
日
（
水
）
～

　
　

７
月
31
日
（
土
）

　

・
知
覧
地
域
：
８
月
７
日
（
土
）
～

　
　

８
月
11
日
（
水
）

【
30
歳
代
健
診
】

　

※ 

国
保
加
入
の
30
歳
代
健
診
も
特
定
健

診
（
集
団
健
診
）
と
同
時
に
実
施
し

ま
す
。
対
象
者
全
員
に
受
診
券
を
送

付
し
ま
す
。
受
付
時
間
を
指
定
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

［
問
］
川 

健
康
増
進
課 

保
険
係

　

 　

知 

保
健
セ
ン
タ
ー
内 

健
康
推
進
係

園
芸
振
興
機
械
施
設
等
導
入

支
援
事
業

　

農
業
機
械
な
ど
の
購
入
に
対
し
、
次
の

よ
う
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

■�

補
助
対
象
者
＝
市
内
に
住
所
を
有
す
る

認
定
農
業
者
（
法
人
を
除
く
）、
新
規

就
農
者
お
よ
び
販
売
を
行
う
兼
業
農
家

な
ど

■�

補
助
対
象
経
費
＝
農
業
用
機
械
、
被
覆

施
設
等
の
購
入
に
係
る
経
費
（
税
抜
き

額
）

■�

対
象
外
＝
茶
、
畜
産
用
の
機
械
。
税
抜

き
価
格
10
万
円
未
満
の
も
の
。
刈
払
機

な
ど
の
農
業
以
外
で
も
使
用
で
き
る
も

の
。
補
助
金
交
付
決
定
の
前
に
発
注
し

て
い
る
も
の
。

■�

補
助
金
額
＝
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の

１
以
内
（
上
限
50
万
円
）

■�
申
請
期
限
＝
６
月
25
日
（
金
）
ま
で

※ 
申
請
多
数
の
場
合
は
、
選
考
い
た
し
ま

す
。

［
担
当
］
頴 
農
政
課 

生
産
流
通
指
導
係

　
　

 　

知
・
川 
支
所
農
林
係
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よ
び
複
数
の
企
業
な
ど
か
ら
、
柔
軟
な
発

想
に
よ
る
幅
広
い
企
画
提
案
を
募
集
し
、

審
査
を
経
て
採
択
さ
れ
た
事
業
者
に
対
し

補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

　

補
助
金
の
交
付
を
希
望
す
る
団
体
な
ど

は
、
担
当
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
補
助
金
限
度
額
＝

　

・
民
間
の
非
営
利
団
体
な
ど
…
10
万
円

　

・
複
数
の
企
業
な
ど
…
５
万
円

■
募
集
企
画
数
＝
２
企
画
程
度

［
担
当
］
知 

企
画
課 

企
画
係

ウ
ミ
ガ
メ
の
保
護
に
協
力
を

～
保
護
監
視
員
か
ら
の
お
願
い
～

　

ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
は
、
例
年
５
月
か
ら

８
月
に
か
け
て
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

上
陸
か
ら
産
卵
を
始
め
る
ま
で
は
非
常

に
警
戒
心
が
強
く
、
光
を
照
ら
し
た
り
、

脅
か
し
た
り
す
る
と
産
卵
を
せ
ず
に
途
中

で
海
に
戻
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
期

間
中
は
、次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

南
九
州
市
成
人
式

令
和
４
年
度
（
令
和
５
年
１

月
）
以
降
の
開
催
に
つ
い
て

　

民
法
改
正
に
よ
り
、
令
和
４
年
４
月
１

日
か
ら
成
年
年
齢
が
20
歳
か
ら
18
歳
に
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い

総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
令
和
４
年
度

以
降
も
引
き
続
き
20
歳
を
迎
え
る
人
を
対

象
と
し
て
、「
二
十
歳
の
つ
ど
い
（
仮
称
）」

を
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
実
施
時
期
お
よ
び
実
施
場
所
な

ど
も
従
来
ど
お
り
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

【
20
歳
と
す
る
理
由
】

・ 

令
和
４
年
度
に
成
年
と
な
る
生
徒
お
よ

び
そ
の
保
護
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
、
生
徒
の
７
割
、
保
護
者
の
８
割
以

上
が
「
20
歳
」
で
の
開
催
を
希
望
。

・ 

18
歳
を
対
象
と
し
た
場
合
、
大
学
受
験

や
進
学
、就
職
活
動
の
時
期
と
重
な
り
、

対
象
者
に
負
担
が
か
か
る
た
め
。

・ 

成
年
年
齢
は
引
き
下
げ
ら
れ
る
も
の
の
、

飲
酒
や
喫
煙
な
ど
の
年
齢
制
限
は
こ
れ

ま
で
ど
お
り
20
歳
で
あ
り
、
重
要
な
節

目
で
あ
る
た
め
。

［
担
当
］
川 

社
会
教
育
課 

社
会
教
育
係

「
出
会
い
応
援
事
業
」

�

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
！

　

市
で
は
、
独
身
の
方
の
交
流
を
促
進
す

る
た
め
に
「
出
会
い
応
援
事
業
」
を
実
施

し
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
民
間
の
非
営
利
団
体
お

⑧ 

「
海
外
語
学
研
修
」「
奨
学
生
の
集
い
」

な
ど
高
校
生
向
け
制
度
あ
り
（
本
会
が

費
用
負
担
）

⑨ 

「
学
生
寮
」「
家
賃
補
助
」な
ど
大
学
生
・

専
修
生
向
け
制
度
あ
り

［
問
い
合
わ
せ
先
］

・
☎
０
３-

３
５
５
６-

０
７
７
３

　

 

０
１
２
０-

５
２
１
２
８
６
（
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
）

・
交
通
遺
児
育
英
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

https://w
w

w
.kotsuiji.com

　

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
プ
リ
ン
ト
し
て
ご

利
用
い
た
だ
け
る
「
募
集
の
ご
案
内
」

や
「
願
書
」
が
あ
り
ま
す
。

［
担
当
］
知 

防
災
安
全
課 

交
通
防
災
係

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間

～
平
日
夜
間
検
査
実
施
～

　

加
世
田
保
健
所
で
は
、
こ
の
普
及
週
間

（
６
月
１
日
～
７
日
）
に
合
わ
せ
て
、
平

日
夜
間
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

■�

日
時
＝
６
月
２
日
（
水
）
午
後
５
時
15

分
～
午
後
７
時

■�

場
所
＝
加
世
田
保
健
所
（
南
さ
つ
ま
市

加
世
田
村
原
２
丁
目
１-

１
）

■�

内
容
＝
Ｈ
Ｉ
Ｖ
迅
速
検
査
お
よ
び
相
談

検
査
は
無
料
・
匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

※
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

［
問
］
加
世
田
保
健
所

　

☎
０
９
９
３-

53-

２
３
１
５

　

 （
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
）

① 

暗
く
な
っ
た
海
岸
で
騒
い
だ
り
、
歩
き

回
っ
た
り
し
な
い
。
ま
た
ラ
イ
ト
の
点

灯
や
ラ
イ
タ
ー
な
ど
を
む
や
み
に
つ
け

な
い

② 

海
岸
に
ゴ
ミ
（
空
き
缶
、
ビ
ニ
ー
ル
な

ど
）
を
捨
て
な
い
。

③ 

上
陸
中
や
穴
掘
り
中
の
カ
メ
に
絶
対
に

近
づ
か
な
い
。
触
ら
な
い
。

［
担
当
］
川 

市
民
生
活
課 

環
境
保
全
係

交
通
遺
児
育
英
会
奨
学
金
制

度
の
案
内

　

公
共
財
団
法
人
交
通
遺
児
育
英
会
で

は
、
保
護
者
な
ど
が
道
路
に
お
け
る
交
通

事
故
で
死
亡
し
た
り
、
重
い
後
遺
障
害
で

働
け
な
い
た
め
、
経
済
的
理
由
で
修
学
が

困
難
な
高
等
学
校
以
上
の
生
徒
・
学
生
に

奨
学
金
を
貸
与
し
て
、
教
育
の
機
会
均
等

を
図
り
、
社
会
有
用
の
人
材
を
育
成
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

【
奨
学
金
制
度
の
概
要
】

① 

保
護
者
が
交
通
事
故
で
死
亡
・
重
度
後

遺
障
害
と
な
っ
た
家
庭
の
お
子
様
が
対

象
②
高
校
生
以
上
の
生
徒
・
学
生
に
貸
与

③
奨
学
金
は
無
利
息

④
奨
学
金　

月
額
２
万
円
～
10
万
円

　
（
大
学
な
ど
は
一
部
給
付
あ
り
）

⑤
入
学
一
時
金　

20
万
円
～
80
万
円

　
（
１
年
次
１
回
限
り
・
全
額
貸
与
）

⑥
返
還
は
最
長
20
年

⑦
入
学
前
の
予
約
申
請
制
度
あ
り

　
（
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
）

ウミガメ保護監視実績
年度 上陸頭数 産卵頭数 卵の保護個数
Ｈ 30 28 頭 ７頭 593 個
Ｒ１ 14 頭 ６頭 622 個
Ｒ２ ６頭 ３頭 381 個
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固定資産税の減免措置（事業用に取得した資産）

[問] 知  商工観光課 商工水産係

税務署からのお知らせ
■申告所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の振替日について
　令和２年分の確定申告の振替納付日は、次のとおりです。「振替納税」をご利用の方は、振替日の前日までに口座の残
高をご確認ください。
申告所得税及び復興特別所得税 令和３年５月31日(月)
消費税及び地方消費税（個人事業者） 令和３年５月24日(月)
　
■国税が一時に納付できない方のために納税の緩和制度があります
　～税務署での納税に関するご相談は、事前に予約をお願いします～
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した場合や災害により財産に相当の損失を受けた場合な
ど、所定の要件に該当するときは、税務署に申請することにより、「納税の猶予」などの納税の緩和制度が適用される場
合があります。国税の納税に関し、税務署での相談を希望の場合は、事前に税務署にお電話いただき、予約をお願いします。
　なお、「納税の猶予」などの納税の緩和制度に関する詳しい内容や、申請に必要な書類などについては、国税庁ホーム
ページをご覧いただくか、最寄りの税務署（徴収担当）にお尋ねください。
国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

■国税に関する一般的な相談は熊本国税局の「電話相談センター」へ！
　国税に関する一般的な質問や相談は「電話相談センター」を利用ください。熊本国税局電話相談センターの職員がお
受けします。「電話相談センター」利用の際の手順は、次のとおりです。
１　最寄りの税務署に電話します。
２　最初の自動音声案内に従い、「１」を選択します。
　　※申告相談の事前予約など、税務署の担当に御用の方は「２」を選択してください。
３　次の自動音声案内に従い、相談したい内容の番号を次の中から選択します。
　①個人の方の年金や事業などの所得税、②給与などの源泉徴収（年末調整 ) または支払調書、③相続税や贈与税また
　は譲渡所得、④法人税、⑤消費税や印紙税、⑥その他

［問］知覧税務署（電話 0993-83-2411）※自動音声案内

南九州市では、事業用に取得した資産について固定資産税が優遇される制度があります。
取得後の申請はできませんのでご注意ください。詳しくは商工観光課商工水産係へお問い合わせください。

制度名 対象業種 減免措置対象となる資産 取得金額

先端設備等
導入計画による
課税免除

過疎法における
固定資産税の
課税免除

※ 今後変更となる可能
性があります。

半島振興法に係
る固定資産税の
不均一課税

固定資産税
課税免除
（３年間）

不均一課税
（３年間）
１年目

通常の税率×1/10
２年目

通常の税率×1/4
３年目

通常の税率×1/2

中小企業者
小規模事業者等

・製造業
・旅館業
・ 農林水産物等

販売業

・製造業
・旅館業
・ 農林水産物等

販売業
・ 情報サービス

業

・機械装置
・工具
・器具備品
・建物付属設備
・構築物
※ 償却資産として課税

されるものに限る

・ 工場用の建物及びそ
の付属設備

・ 上記の建物に係る土
地（取得後１年以内
に建物の建築に着手
した場合）

・ 償却資産（機械及び
装置のみ）

機械・装置、
建物・付属設備等
に係る新増設

最低価額（１台１基の取得価額）
・機械装置160万円以上
・工具30万円以上
・器具備品30万円以上
・建物付属設備60万円以上
・構築物120万円以上

・ 取得価格の合計が2,700万円を超えてい
ること

製造業・旅館業
（取得価格）
・個人または資本金1,000万円以下の法人：500万円以上
・ 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人：1,000万円

以上
・資本金5,000万円超の法人：2,000万円以上

農林水産物等販売業・情報サービス業
取得価格：500万円以上
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３　これからも学力向上が図られるために
　各学校では、校内における研究授業や研究公開などを通して、子どもたちがよく分かる授業について研究
を深めています。また、子どもたちの思考力や表現力を高めるために、文章問題や筋道を立てて考える問題、
図や表を読みとる問題などの演習問題に継続的に取り組ませています。
　また、子どもたちにも、高い学習意欲をもって、粘り強く学習しようとする態度が育ってきています。
　さらに、家庭で子どもたちの規則正しい生活習慣を身に付けさせたり、子どもたちの頑張りを認めたり、
励ましたりしていることも成果につながっていると捉えています。
　今後も引き続き、学校・家庭・教育委員会がそれぞれ以下の取り組みを行うようにします。

『確かな学力』を身に付けさせるために
　令和３年１月13日・14日に鹿児島県教育委員会が実施した学力検査の結果が公表されました。
　令和元年度の結果と比較すると、本市の子どもの学力は着実に伸びてきていることが分かります。

※本検査により測定できるのは学力の一部であり、子どもたちの学力を多面的に把握するために、全国学力・
　学習状況調査（例年４月に実施）なども実施しています。

学校では・・・
　この調査結果を分析し、子ど
もたちができなかった問題につ
いては分かるようになるまで、
授業で復習したり、丁寧に個別
指導をしたりするようにしま
す。また、継続して授業改善の
取り組みや演習問題に計画的に
取り組ませるようにします。
　さらに、子どもたちの読む力
を育てるために読書活動の充実
に取り組みます。

家庭では・・・
　学校と連携して、低学年から、
ゲームやメディアに触れる時間や
ルールを決め、決まった時間に家
庭での学習に取り組ませるように
します。
　また、お子さんの家庭学習の様
子を見届けたり、頑張りをほめた
りして学習意欲を高めるようにし
ます。さらに「早寝・早起き・朝
ご飯」や親子読書などを心がけさ
せることで、健康的な生活リズム
をつくるようにします。

教育委員会では・・・
　各学校の研究授業を通した
研修で、子どもたちの学力向
上につながる効果的な指導方
法について指導・助言を行い
ます。また、研修会において、
各学校の実践を紹介し合う機
会を設けたり、学校訪問を行っ
たりして、各学校の学力向上
のための具体策が効果を上げ
られるように支援します。

[担当] 川  学校教育課 学校教育係

令和２年度 鹿児島学習定着度調査結果の概要

２　概要（◎は良かった点　△は努力を要する点）

国語 社会 算数
数学 理科 英語

小５
南九州市 74.4� 78.8� 69.9� 75.3�

鹿児島県 75.1� 75.5� 69.4� 74.9�

中１
南九州市 77.2� 50.4� 72.0� 72.5� 63.1�

鹿児島県 78.7� 64.4� 74.8� 70.3� 68.0�

中２
南九州市 80.7� 68.7� 67.1� 72.8� 58.4�

鹿児島県 76.7� 67.6� 67.0� 70.8� 57.8�

国語 社会 算数
数学 理科 英語

小５
南九州市 59.6� 71.6� 71.2� 56.1�

鹿児島県 73.6� 72.2� 76.7� 81.2�

中１
南九州市 59.6� 71.6� 71.1� 56.1� 66.1�

鹿児島県 79.6� 64.9� 71.3� 64.8� 67.9�

中２
南九州市 59.6� 71.6� 71.1� 56.1� 62.3�

鹿児島県 74.5� 61.2� 60.7� 58.0� 61.0�

１　令和２年度鹿児島学習定着度調査の結果
� ※　　　　は県平均以上

参考　令和元年度鹿児島学習定着度調査の結果
� ※　　　　は県平均以上

 小学校
◎�　算数以外の教科においては、目標としている通過率７割を超
え、基礎・基本の定着は良好だと言えます。
△�　文章を読んで理解したことをもとに自分の考えをまとめる問
題やデータや資料から読み取ったことを相手に分かりやすく説
明する問題など、思考力や表現力を必要とする問題を解く力を
付けさせる必要があります。

 中学校
◎�　国語、理科については目標としている通過率７割を超え、基礎・基本の定
着は良好だと言えます。

△�　社会では、覚えなければならない基礎・基本となる用語や知識を身に付け
る必要があります。国語、数学、理科では、資料を読み取り考察する問題や
筋道立てて自分の考えを説明する問題など思考力や表現力を解く力を身に付
けさせる必要があります。英語では、英文を読んで書かれている内容の要旨
を捉えたり、自分の考えを英文で表現する力を身に付ける必要があります。


